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◯広報かさまに掲載されているあなたの写真を差し上げます。お問い合わせは秘書課（内線225）まで。
◯市ホームページでは、行政・災害などの
　さまざまな情報をお届けしています。
　https://www.city.kasama.lg.jp/

人口と世帯数

広報かさまがスマート
フォンで読めます
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※令和２年国勢調査の確定値が公表されたので、数値を更新しています。
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常住人口１.１現在
（　）内は前月比較

●人　口：71,901人（－  45人）
　　　男：35,222人（－  11人）
　　　女：36,679人（－  34人）

●世帯数：29,470世帯（－16世帯）
●12月の出生数：33人
●12月の死亡数：95人

令和５年２月２日発行

笠間市消防団

地域防災の要 消防団 入団資格

消防団員の待遇

●18歳以上の健康な方
●笠間市内に居住・勤務している方
●性別は問いません

消防団員は非常勤特別職の地方公務員です。
●年間一定額の金額を報酬として支給
●災害活動や訓練等に出動した場合、手当を支給
●活動中に負傷した場合、公務災害補償制度あり
●消防団活動に必要な活動服を支給
●消防団活動に必要な免許取得（準中型免許）にかかる
　費用の補助あり

消防団は、地域防災活動だけでなく、その幅広いコミュニティ

活動を通して、地域振興の維持増進にも大きな役割を担って

います。

しかし、近年は人口減少、少子高齢化、勤め人の増加などによ

り、青壮年層の入団者が減り、団員の確保が難しくなってきて

います。

市では、これからの地域防災を支える皆さんの力が必要です。

入団資格を満たしていれば、性別を問わず入団できます。あな

たの入団をお待ちしています。

●問 消防総務課　TEL.0296-73-0119
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